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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　次の方法のステップによる、部分義歯の修復または調整のコンピュータを使用したプラ
ンニングの方法であって、
a)　前記コンピュータは、前記部分義歯が顎の上に配置された第一のデジタル３Ｄ顎モデ
ルを義歯参考モデル（Ｍ１）として生成し、
b)　前記コンピュータは、前記部分義歯なしの顎の第二のデジタル３Ｄモデルを顎モデル
（Ｍ２）として生成し、
c)　前記コンピュータは、前記義歯参考モデル（Ｍ１）の前記顎モデル（Ｍ２）に対する
位置関係を決定し、
d)　前記コンピュータは、前記位置関係を考慮に入れながら、前記義歯参考モデル（Ｍ１
）から前記顎モデル（Ｍ２）を差し引くことにより、デジタル義歯モデル（Ｐ）を生成し
、
e)　前記コンピュータは、自動的にあるいはユーザによる入力により、前記義歯モデル（
Ｐ）におけるホールディングおよび／または支持要素（３）を同定し、
f)　前記コンピュータは、前記義歯モデル（Ｐ）に基づいて前記部分義歯の挿入軸（４）
を計算し、
g)　前記コンピュータは、前記義歯モデル（Ｐ）における、前記挿入軸（４）から生じる
ホールディングおよび／または支持要素（３）のアンダーカットの深さを計算し、
h)　前記コンピュータは、顎モデル（Ｍ２）の呈示において前記挿入軸（４）および前記
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アンダーカットの深さを表示する、方法。
【請求項２】
　前記コンピュータは、ユーザによる入力により前記提案された挿入軸４が変更されたと
き、前記顎モデル（Ｍ２）において表示されるアンダーカットの深さを自動的に再計算す
る、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記コンピュータは、前記挿入軸（４）を考慮に入れることにより前記顎モデル（Ｍ２
）を見えなくし、前記義歯モデル（Ｐ）を前記見えなくした顎モデル（Ｍ２）の上に配置
し、およびユーザによる入力により前記義歯モデル（Ｐ）を補完および／または変更する
、請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　前記コンピュータは、前記部分義歯下側の第三のデジタル３Ｄモデルを生成し、前記第
三のデジタル３Ｄモデルにより前記義歯モデル（Ｐ）下側（２）を補完および／または差
換える、請求項１～３に記載の方法。
【請求項５】
　前記コンピュータは、前記挿入軸（４）および前記アンダーカットの深さの計算の前お
よび／または後に、監視される領域に対し前記顎モデル（Ｍ２）において自動的におよび
／またはユーザの入力により印を付け、ならびにアンダーカットの深さをこれらの領域に
ついて計算しおよび顎モデル（Ｍ２）において表示する、請求項１～４に記載の方法。
【請求項６】
　前記コンピュータは、前記顎モデル（Ｍ２）上で印が付けられた追加される前記ホール
ディングおよび支持要素（３）の領域を、前記挿入軸（４）の計算の間、考慮する、請求
項１～５に記載の方法。
【請求項７】
　前記コンピュータは、前記アンダーカットの深さを偽色で前記顎モデル（Ｍ２）の表面
を色づけることにより可視化する、請求項１～６に記載の方法。
【請求項８】
　前記コンピュータは、楔が生じそうな領域を、前記義歯モデル（Ｐ）、前記顎モデル（
Ｍ２）、および前記挿入軸（４）に基づき決定し、前記顎モデル（Ｍ２）に表示する、請
求項１～７に記載の方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、部分義歯の修復または調整のデジタルプランニングための方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　歯科技工室の典型的な業務は、義歯の制作に加え、不具合のある義歯の修復、または例
えば、顎の新たな不具合に対応することにより、既存の義歯に加えること、などである。
典型的なケースとしては、モデル鋳造の破損した一つ以上のブラケットの交換がある。こ
のケースのやっかいな点とは、特に、部分義歯の元の挿入軸のその後の推定である。この
ステップは、しかしながら、既存のブラケットのため、および追加されるブラケットおよ
び／または領域のための正確なアンダーカットの深さを確保するために、ならびにカウン
ターブラケットおよびガイドブラケットのようなパーツがアンダーカットの深さを持たな
いことを確実にするために、追加作業はもちろん修復の両方にとって必要である。
【０００３】
　本発明の目的は、先行技術を改良すること、および義歯の修復または調整のための簡単
で信頼性の高い方法を提供すること、である。
【発明の概要】
【０００４】
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　本発明の主題は、次の方法のステップによる義歯の修復または調整のコンピュータを使
用したプランニングのための方法である：部分義歯が顎上に配置される第一のデジタル３
Ｄ顎モデルを義歯参考モデルとして生成すること、部分義歯なしでの第二の３Ｄ顎モデル
を顎モデルとして生成すること、顎モデルに対する義歯参考モデルの位置関係を決定する
こと、位置関係を考慮に入れながら義歯参考モデルから顎モデルを差し引くことによりデ
ジタル義歯モデルを生成すること、義歯モデルのホールディングおよび／または支持要素
を自動的に同定することおよび／またはユーザにより同定が行われること、義歯モデルに
基づき部分義歯の挿入軸を計算すること、挿入軸から生じる部分義歯のホールディングお
よび／または支持要素のアンダーカットの深さを計算すること、顎モデルの呈示において
挿入軸とアンダーカットの深さとを表示すること。
【０００５】
　部分義歯は例えばサブリンガルバーまたはトランスバースストリップなどの義歯床およ
びブラケットなどのホールディングおよび支持要素を含むフレームワークから構成される
。義歯サドルおよび人口歯がフレームワークの上に固定される。
【０００６】
　部分義歯有りおよびなしでのデジタル３Ｄ顎モデルが、例えば、顎の型取りによって生
成された石膏モデルのスキャン、または三角測量方式に則って動作する口腔内カメラによ
る顎の直接スキャン、などのスキャンにより生成される。
【０００７】
　この方法により得られたデータから、またはそれにより計算された義歯モデルから、部
分義歯の形状およびホールンディングおよび支持要素の位置を考慮に入れる挿入軸を決定
することが可能であり、したがって部分義歯のために、もともと想像された挿入軸に少な
くともおおよそ対応することが可能である。
【０００８】
　挿入軸を変更するとき表示されるアンダーカットの深さの表示および自動調整は、アン
ダーカットの深さおよびユーザによる挿入軸の変化の間のアンダーカットの深さの発生に
ついて簡単かつ継続的なモニタリングを容易にする。さらに、表示とアンダーカットの深
さの調整とにより、追加のホールディングおよび支持要素が、それらが加えられるとき所
望の張力を生成することが確実である。
【０００９】
　有利には、提案された挿入軸は入力手段によりユーザによって変更され、アンダーカッ
トの深さは自動的に再計算され、したがって、ユーザは直接一見しただけですべての重要
な要件を有し、迅速かつ容易に正確な挿入軸を推定および決定し得る。
【００１０】
　有利には、顎モデルは挿入軸を考慮に入れる間見えないようにされ、義歯モデルが見え
なくなった顎モデルの上に置かれ、入力手段によりユーザによって補完または変更される
。したがって、設計中の直接モニタリング、およびまたそれに続く容易かつ直接的なコン
ピュータを使用した、追加されるパーツまたは部分義歯の領域の製造が可能である。
【００１１】
　有利には、部分義歯の下側の第三のデジタル３Ｄモデルが生成され、義歯モデルが極め
て正確に実際の部分義歯と合うように、義歯モデルの下側が第三のデジタル３Ｄモデルに
よって追加および／または差換えされる。
【００１２】
　有利には、挿入軸およびアンダーカットの深さの計算の前および／または後、顎モデル
の呈示においてモニタリングされる領域が自動的に印がつけられおよび／または入力手段
により印がつけられ、例えば、新たに配置されるホールディングおよび支持要素のため、
または部分義歯に追加される他のパーツのため、アンダーカットの深さの簡単かつ信頼性
が高いモニタリングが可能なように、それらの領域のアンダーカットの深さの計算が実施
され、かつ表示される。
【００１３】
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　有利には、挿入軸の計算の前に、追加されるホールディングおよび支持要素の領域は、
顎モデルの上に印がつけられ、挿入軸の計算の間に考慮に入れられる。いかにまたはどこ
に、新しいホールディングおよび支持要素がまたは追加されるべきホールディングおよび
支持要素が、拡張されるか既知である場合、挿入軸の計算の結果は、これらの領域に印を
つけ、これらの領域を考慮に入れることにより、改善されうる。
【００１４】
　有利には、アンダーカットの深さは、ユーザにより容易かつ直接知覚可能であるように
顎モデルの表面を偽色で色づけすることにより、可視化される。
【００１５】
　有利には、楔が生じる可能性のある領域が、義歯モデル、顎モデル、および挿入軸に基
づいて決定され、顎モデルに表示される。楔は少なくとも顎モデルおよび義歯モデルに基
づいて推定され得、例えば、顎モデルの対応する表面領域の着色ハイライトにより、警告
としてユーザに表示され得る。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
　本発明の実施形態を図面で示す。示すように：
【図１】図１は、部分義歯が配置された第一のデジタル３Ｄ顎モデルを示す。
【図２】図２は、部分義歯のない第２のデジタル３Ｄ顎モデルを示す。
【図３】図３は、義歯モデルを示す。
【図４】図４は、デジタル３Ｄ顎モデル内のアンダーカットの深さおよび挿入軸の表示を
示す。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　図１～４は、本発明による方法を模式的に可視化したものである。図１は、顎または部
分義歯が配置された顎の型取りにより生成された石膏モデルのスキャンにより生成され、
義歯参考モデルＭ１として記憶される、第一のデジタル３Ｄモデルを示す。第二の３Ｄモ
デルが図２に描かれ、同様に対応するスキャンにより生成され、顎モデルＭ２として記憶
される、部分義歯なしの顎を示す。
【００１８】
　続いて、義歯参考モデルＭ１と顎モデルＭ２の間で位置関係が決定される。これは、例
えば、公知のアルゴリズムにより特定される完全に一致する領域に基づいて自動的に実施
され得る。特に、オーバーラップする領域が位置関係の自動的決定に不十分な場合、位置
関係は部分的または完全に手動で決定され得る。
【００１９】
　３ＤモデルＭ２を、互いに並んで配置されたＭ１から差し引くことにより、上側１とし
て義歯参考モデルＭ１に含まれる部分義歯の上側を有する義歯モデルＰが計算される（図
３）。この差引きの結果である義歯モデルＰの下側２は、このためのすべての情報が義歯
参考モデルＭ１および顎モデルＭ２に含まれていないため、おおよそ義歯の下側に対応す
るだけである。任意で、第三のデジタル３ＤモデルＭ３は部分義歯の下側のスキャンによ
り生成され得、義歯モデルＰの下側２はこのデータ（図示せず）により差換えまたは補完
され得る。
【００２０】
　図３に示されるとおり、義歯モデルＰはまた、ユーザが、入力手段（図示せず）により
例えばブラケットなどのホールディングおよび支持要素３に印をつけるために入力手段を
使用し得る、または自動的に検出されたホールディングおよび支持要素３の位置を確認ま
たは修正し得るように、該ユーザに対して表示される。
【００２１】
　想定される挿入軸４は、続いて義歯モデルＰおよびここで検出されるホールディングお
よび支持要素３に基づいて自動的に決定され、例えば、図３に示すとおり、矢印によって
ユーザに表示される。挿入軸４に関する「想定される」とは、提案された挿入軸４が、考
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慮すべきホールディングおよび支持要素３のアンダーカットの深さに関する既に記憶され
た境界条件を満足することを意味する。
【００２２】
　提案された挿入軸４から生じるアンダーカットの深さは、義歯モデルＰ、顎モデルＭ２
、および検出されたホールディングおよび支持要素３に基づき決定され、例えば偽色によ
って、顎モデルＭ２において表示される。図４では、顎モデルＭ１および義歯参考モデル
Ｍ１または義歯モデルＰに基づき決定される、部分義歯の接触面５が破線により顎上に示
される。アンダーカットの深さは十字記号と円により示される。アンダーカットの深さは
、特にホールディングおよび支持要素３の領域において、部分義歯の接触面５の領域にお
いて決定される。
【００２３】
　現在のホールディングおよび支持要素３に印をつけることおよび／または現在のホール
ディングおよび支持要素３を自動的に検出することに加え、他の方法のステップでは、顎
モデルＭ２内の領域は自動的に選択されおよび／またはユーザによって選択され（図４の
破線）、アンダーカットの深さがその後決定されおよび表示される。したがって、新しい
ホールディングおよび支持要素が配置される顎の領域のアンダーカットの深さが決定され
得、および新しいホールディングおよび支持要素の配置において考慮に入れられ得る。
【００２４】
　この方法のステップは、挿入軸の計算の前および／または後に実施され得る。
【００２５】
　ホールディングおよび支持要素が追加されるまたは他のパーツが追加される領域が、挿
入軸４の計算の前に既に確定しおよび顎モデルにおいて既に印がつけられている場合、こ
れらの領域は、挿入軸４の計算の間追加の支持要素のホールディングとして見なされ、そ
の結果は改善され得る。
【００２６】
　入力手段によって、提案された挿入軸４の変更を行う可能性がユーザに提供され得、す
べての表示された顎モデルＭ２内のアンダーカットの深さが自動的に変更に適合される。
【００２７】
　加えて、他の任意の方法のステップにおいて、楔が生じる可能性のある顎の領域が、義
歯モデルＰ、顎モデルＭ２、および挿入軸４に基づき決定され得、顎モデルＭ２（図示せ
ず）に表示される。義歯モデルＰの下側２が第三の３ＤモデルＭ３からの情報により補完
される場合、これらの領域は明らかに特定可能である。そのような追加のスキャンなしに
、少なくとも見込みは決定され、および対応する警告が表示され得る。
【００２８】
　続いての方法のステップにおいて、顎モデルＭ１は見えなくされる。挿入軸４から生じ
る顎モデルＭ１のすべてのアンダーカット領域は充填され、および充填材はホールディン
グおよび支持要素の接触領域においてその後再び取り除かれる。ホールディングおよび支
持要素の接触領域は既知であるため、見えなくなる間にこれらの領域を記憶することがま
た可能である。例えば、２度～８度の小さな傾斜角が見えなくなる間に使用される。
【００２９】
　その後の設計ステップにおいて、義歯モデルＰは見えなくされた顎モデルＭ１の上に配
置され、ならびに、例えばホールディングおよび支持要素３ならびに／または保定プレー
トならびに固定のためのオーバーラップする領域が追加および／または変更されるなど、
変更または追加が入力手段によりユーザによって義歯モデルＰ上で実施され、その変更の
結果はモニタリングのために、アンダーカットの深さおよび／または楔について、見えな
くされた顎モデルＭ２の上で表示される。
【００３０】
　義歯モデルＰへの追加が完了した場合、例えば現在のデジタルデータに基づきＣＡＭ装
置によって、追加されたパーツがその後生成され、例えばオーバーラップしている領域を
結合することにより、部分義歯上に固定される。
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【００３１】
　参考
1　義歯モデルの上側
2　義歯モデルの下側
3　ホールディングおよび支持要素
4　挿入軸
5　部分義歯の接触面
Ｍ１　義歯参考モデル
Ｍ２　顎モデル
Ｐ　義歯モデル
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              韓国公開特許第１０－２０１１－００４３５６５（ＫＲ，Ａ）　　　
              特表２０１２－５２０６９４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２０１５－５０２２０９（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６１Ｃ　　１３／００７　　　
              Ａ６１Ｃ　　１３／２６７　　　
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